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(57)【要約】
【課題】生体組織画像に対応する生体断面と穿刺針との
位置関係をユーザが容易に把握することができるよう支
援することができる超音波診断装置および超音波画像生
成プログラムを提供する。
【解決手段】本発明の一実施形態に係る超音波診断装置
は、アジマス方向およびエレベーション方向に沿って配
列した複数の振動子のうちの少なくともいずれかを介し
て、前記エレベーション方向における音場が互いに異な
る第１のスキャンおよび第２のスキャンを実行する送受
信部と、前記第１のスキャンの結果を用いて第１の針強
調画像を生成し、前記第２のスキャンの結果を用いて第
２の針強調画像を生成する処理部と、を備える。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
アジマス方向およびエレベーション方向に沿って配列した複数の振動子のうちの少なくと
もいずれかを介して、前記エレベーション方向における音場が互いに異なる第１のスキャ
ンおよび第２のスキャンを実行する送受信部と、
　前記第１のスキャンの結果を用いて第１の針強調画像を生成し、前記第２のスキャンの
結果を用いて第２の針強調画像を生成する処理部と、
　を備えた超音波診断装置。
【請求項２】
前記処理部は、
　前記第１の針強調画像と前記第２の針強調画像とにもとづいて穿刺支援情報を出力する
、
　請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
前記処理部は、
　前記第１の針強調画像における所定の画素値以上の画素値をもつ画素数を前記第２の針
強調画像における所定の画素値以上の画素値をもつ画素数で除した割合が所定の割合より
小さいと、その旨の情報を前記穿刺支援情報として音声出力または画像出力することによ
りユーザに通知する、
　請求項２記載の超音波診断装置。
【請求項４】
前記処理部は、
　前記第１の針強調画像と前記第２の針強調画像とを合成することにより前記穿刺支援情
報としての穿刺支援画像を生成する、
　請求項２または３に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
前記処理部は、
　前記第１の針強調画像に含まれた穿刺針の画像の表示態様と、前記第２の針強調画像に
含まれた穿刺針の画像の表示態様とを異ならせて前記穿刺支援画像を生成する、
　請求項４記載の超音波診断装置。
【請求項６】
前記送受信部は、
　前記第２のスキャンの前記エレベーション方向の音場の幅が、前記第１のスキャンの前
記エレベーション方向の音場の幅よりも広くなるように前記第１のスキャンおよび前記第
２のスキャンを実行し、
　前記処理部は、
　前記第２の針強調画像よりも前記第１の針強調画像が優先されるように前記穿刺支援画
像を生成する、
　請求項５記載の超音波診断装置。
【請求項７】
前記処理部は、
　画素ごとに前記第１の針強調画像の輝度値と前記第２の針強調画像の輝度値とを比較し
て輝度値が大きい方を前記穿刺支援画像の各画素の輝度値として用いることにより、前記
穿刺支援画像を生成する、
　請求項６記載の超音波診断装置。
【請求項８】
前記処理部は、
　前記第２の針強調画像よりも前記第１の針強調画像が優先されるように、前記第１の針
強調画像および前記第２の針強調画像の少なくとも一方の輝度値に重みをかける、
　請求項６または７に記載の超音波診断装置。
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【請求項９】
前記処理部は、
　前記第２の針強調画像よりも前記第１の針強調画像が優先されるように、前記第２の針
強調画像に対して前記第１の針強調画像よりも高い透過度を与える、
　請求項６ないし８のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
前記処理部は、
　前記第１のスキャンの結果および前記第２のスキャンの結果のそれぞれから穿刺針の画
像データのみを抽出して前記第１の針強調画像および前記第２の針強調画像を生成し、前
記第１の針強調画像が前記第２の針強調画像の上に重なるように前記穿刺支援画像を生成
する、
　請求項６記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
前記処理部は、
　　　前記第１の針強調画像における所定の画素値以上の画素値をもつ画素数を前記第２
の針強調画像における所定の画素値以上の画素値をもつ画素数で除した割合が所定の割合
以上であると、前記第２のスキャンの実行を省略するよう前記送受信部を制御し、
　　　前記第２のスキャンの実行が省略されると、前記第１の針強調画像から前記穿刺支
援画像を生成する、
　請求項４ないし１０のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
前記処理部は、
　　　前記第２のスキャンの実行を省略してから所定の時間が経過し、またはユーザから
入力部を介してその旨を指示されると、前記第２のスキャンの実行を再開するよう前記送
受信部を制御し、
　　　前記第２のスキャンの実行が再開されると、前記第１の針強調画像と前記第２の針
強調画像とを合成することにより前記穿刺支援画像を生成する、
　請求項１１記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
前記送受信部は、
　被検体の生体組織画像を生成するための第３のスキャンを実行し、
　前記処理部は、
　前記第３のスキャンの結果を用いて前記生体組織画像を生成し、前記穿刺支援画像と前
記生体組織画像とを合成した合成画像を生成する、
　請求項４ないし１２のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項１４】
前記第３のスキャンの前記エレベーション方向における音場の幅は、前記第１のスキャン
の前記エレベーション方向の音場の幅および前記第２のスキャンの前記エレベーション方
向の音場の幅のうち狭い方の幅に実質的に等しい、
　請求項１３記載の超音波診断装置。
【請求項１５】
前記第３のスキャンはＢモードスキャンである、
　請求項１３または１４に記載の超音波診断装置。
【請求項１６】
前記処理部は、
　前記生体組織画像および前記第１の針強調画像については第１のカラーマップを用いて
画素値を決定する一方、前記第２の針強調画像については前記第１のカラーマップとは異
なる第２のカラーマップを用いて画素値を決定することにより、前記合成画像を生成する
、
　請求項１３ないし１５のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
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【請求項１７】
前記処理部は、
　前記第１の針強調画像および前記第２の針強調画像のいずれか一方の画像をディスプレ
イに表示させ、設定に応じて自動的に、またはユーザ指示に応じて手動で、前記第１の針
強調画像および前記第２の針強調画像の一方の画像から他方の画像へ、ディスプレイに表
示させる画像を切り替える、
　請求項１ないし１６のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項１８】
前記処理部は、生成した画像をディスプレイに表示させる、
　請求項１ないし１７のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項１９】
前記アジマス方向および前記エレベーション方向に沿って配列された複数の振動子を有し
、前記処理部により制御されて前記エレベーション方向に互いに異なる音場を形成可能で
あるとともに、前記エレベーション方向において中心軸に対して対称な音場を形成する超
音波プローブ、
　をさらに備えた請求項１ないし１８のいずれか１項に記載の超音波診断装置。
【請求項２０】
コンピュータに、
　アジマス方向およびエレベーション方向に沿って配列した複数の振動子のうちの少なく
ともいずれかを介して、前記エレベーション方向における音場が互いに異なる第１のスキ
ャンおよび第２のスキャンを実行するステップと、
　前記第１のスキャンの結果を用いて第１の針強調画像を生成するステップと、
　前記第２のスキャンの結果を用いて第２の針強調画像を生成するステップと、
　を実行させるための超音波画像生成プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置および超音波画像生成プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置により撮像される超音波画像は、穿刺術のモニタリングに利用される場
合がある。この場合、生体組織の確認用にたとえばＢモード画像を表示するとともに、穿
刺針の位置の確認用に穿刺針が強調された針強調画像を表示するとよい。
【０００３】
　針強調画像の生成方法としては、生体組織画像生成用のスキャン（以下、生体組織スキ
ャンという）とは別に、針強調画像生成用のスキャン（以下、針強調スキャンという）を
行い、Ｂモード画像などの生体組織画像と針強調画像とを合成して表示する方法などがあ
る。しかし、穿刺針が音場からずれた位置にある（以下、オフプレーン状態になるという
）と、穿刺針からのエコー信号が弱くなってしまい、穿刺針の視認性が低下してしまう。
【０００４】
　この種のオフプレーン状態における穿刺針の視認性を向上させるための技術として、エ
レベーション方向に複数の超音波振動子を有する超音波プローブを用い、針強調スキャン
における音場のエレベーション方向の幅を、生体組織スキャンにおける幅よりも広くする
技術がある。この種の技術によれば、穿刺針が生体組織スキャンの音場に対してオフプレ
ーン状態であっても、穿刺針が針強調スキャンの音場に位置していれば、超音波プローブ
は穿刺針から強い強度のエコー信号を受信することができる。
【０００５】
　ところが、針強調スキャンにおける音場のエレベーション方向の幅を広くすると、受信
ビームのフォーカスが甘くなるため、針強調画像における穿刺針の画像がぼやけてしまう
。また、そもそもＢモード画像と針強調画像とが異なる空間の画像となるため、生体組織
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画像と針強調画像とを合成して表示してしまうと、術者は生体組織画像の生体断面に対し
て空間的に離れた位置にある穿刺針の現実の位置を把握することが難しくなり、施術の安
全性および確実性を損なってしまう場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１４－２３６７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、生体組織画像に対応する生体断面と穿刺針との位置
関係をユーザが容易に把握することができるよう支援することができる超音波診断装置お
よび超音波画像生成プログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一実施形態に係る超音波診断装置は、上述した課題を解決するために、アジマ
ス方向およびエレベーション方向に沿って配列した複数の振動子のうちの少なくともいず
れかを介して、前記エレベーション方向における音場が互いに異なる第１のスキャンおよ
び第２のスキャンを実行する送受信部と、前記第１のスキャンの結果を用いて第１の針強
調画像を生成し、前記第２のスキャンの結果を用いて第２の針強調画像を生成する処理部
と、を備えたものである。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係る超音波診断装置の一構成例を示すブロック図。
【図２】超音波プローブを構成する超音波振動子の配置例を示す説明図。
【図３】処理回路のプロセッサによる実現機能例を示す概略的なブロック図。
【図４】処理回路のプロセッサにより、生体組織画像に対応する生体断面と穿刺針との位
置関係をユーザが容易に把握することができるよう支援する際の手順の一例を示すフロー
チャート。
【図５】（ａ）はＢモードスキャンにおける超音波送受信方向と穿刺針との位置関係の一
例を示す説明図、（ｂ）は針強調スキャンにおける超音波送受信方向と穿刺針との位置関
係の一例を示す説明図。
【図６】（ａ）は狭針強調スキャンにおける狭音場の一例を示す説明図、（ｂ）は広針強
調スキャンにおける広音場の一例を示す説明図。
【図７】オフプレーン状態において狭針強調画像と広針強調画像を合成することにより生
成される穿刺支援画像と狭音場および広音場との関係を説明するための図。
【図８】穿刺支援画像および合成画像の一例を説明するための図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明に係る超音波診断装置および超音波画像生成プログラムの実施の形態について、
添付図面を参照して説明する。本発明の一実施形態に係る超音波診断装置は、たとえば超
音波画像ガイド下での穿刺術を行う場合に使用される。
【００１１】
　図１は、本発明の一実施形態に係る超音波診断装置１０の一構成例を示すブロック図で
ある。超音波診断装置１０は、超音波プローブ１１、穿刺針１２、操作パネル２０、ディ
スプレイ３０および装置本体４０を有する。
【００１２】
　図２は、超音波プローブ１１を構成する超音波振動子の配置例を示す説明図である。
【００１３】
　超音波プローブ１１は、複数の超音波振動子（圧電振動子）を有する。これら複数の超
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音波振動子は、装置本体４０から供給される駆動信号にもとづいて超音波を発生させる。
超音波プローブ１１は、複数の超音波振動子から発生する超音波を被検体Ｐの体内へ送信
し、さらに、被検体Ｐからのエコー信号を受信して電気信号に変換する。また、超音波プ
ローブ１１は、圧電振動子に設けられる整合層と、圧電振動子から後方への超音波の伝播
を防止するバッキング材などを有する。
【００１４】
　本実施形態において、超音波プローブ１１は、エレベーション方向（スライス方向とも
いう）における音場が互いに異なる第１のスキャンおよび第２のスキャンを実行可能に構
成される。このため、超音波プローブ１１としては、エレベーション方向に複数の素子が
配列された２次元アレイプローブを用いることができる。この種の２次元アレイプローブ
としては、たとえば１．５Ｄアレイプローブ、１．７５Ｄアレイプローブや、２Ｄアレイ
プローブなどを用いることができる。
【００１５】
　ここで、１．５Ｄアレイプローブとは、エレベーション方向に中心から等距離にある振
動子どうしが共通接続されており、エレベーション方向における超音波の音場が中心軸に
対して対称であり（図２参照）、エレベーション方向において送受信超音波の遅延とアポ
ダイゼーションを中心軸に対して対称に制御可能であるものをいう。１．７５Ｄアレイプ
ローブとは、エレベーション方向に可変口径で、焦点距離をダイナミックに変更可能であ
り、エレベーション方向における超音波の音場が中心軸対称性を持たないものをいう。ま
た、２Ｄアレイプローブとは、各振動子の送受信信号線が独立であり、エレベーション方
向において送受信超音波の遅延、アポダイゼーションに加えて音場中心および送受信角度
が制御可能であるものをいう。以下の説明では、超音波プローブ１１として１．５Ｄアレ
イプローブを用いる場合の例について示す。
【００１６】
　穿刺針１２は、たとえばガイドアタッチメントを介して超音波プローブ１１に取り付け
られて、ユーザにより被検体Ｐの所要部位に穿刺される。
【００１７】
　操作パネル２０は、タッチコマンドスクリーンとして機能し、ディスプレイと、このデ
ィスプレイの近傍に設けられたタッチ入力回路と、ハードキーとを有する。タッチ入力回
路は、ユーザによるタッチ入力回路上の指示位置の情報を装置本体４０に与える。ハード
キーは、キーボード、マウス、フットスイッチ、トラックボール、各種ボタン等を含む。
タッチ入力回路およびハードキーは入力回路を構成し、それぞれ、超音波診断装置１０の
ユーザからの各種指示を受け付ける。
【００１８】
　ディスプレイ３０は、たとえば液晶ディスプレイやＯＬＥＤ（Organic Light Emitting
 Diode）ディスプレイなどの一般的な表示出力装置により構成され、装置本体４０におい
て生成された生体組織画像と穿刺支援画像との合成画像などの超音波画像を表示する。ま
た、ディスプレイ３０は、たとえば超音波診断装置１０のユーザが操作パネル２０を用い
て各種指示を入力するための画像を表示する。また、ディスプレイ３０は、装置本体４０
から受けたユーザに対する通知情報を表示する。
【００１９】
　装置本体４０は、超音波プローブ１１が受信した被検体Ｐからのエコー信号にもとづい
て超音波画像を生成する。装置本体４０は、図１に示すように、送受信回路５０、Ｂモー
ド処理回路５１、ドプラ処理回路５２、画像生成回路５３、画像メモリ５４、タイマ５５
、記憶回路５６、処理回路５７および表示制御回路５８を有する。
【００２０】
　送受信回路５０は、送信回路５０ａおよび受信回路５０ｂを有し、処理回路５７と協働
して超音波の送受信における送信指向性と受信指向性とを制御する。なお、図１には送受
信回路５０が装置本体４０に設けられる場合の例について示したが、送受信回路５０は超
音波プローブ１１に設けられてもよいし、超音波プローブ１１と装置本体４０の両方に設
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けられてもよい。
【００２１】
　送信回路５０ａは、パルス発生器、送信遅延回路およびパルサ回路などを有し、超音波
プローブ１１に駆動信号を供給する。パルス発生器は、所定のレート周波数で、送信超音
波を形成するためのレートパルスを繰り返し発生する。送信遅延回路は、超音波プローブ
１１から発生される超音波をたとえばビーム状に集束し、あるいは拡散させるなどして、
送信指向性を決定するために必要な圧電振動子ごとの遅延時間を、パルス発生器が発生す
る各レートパルスに対し与える。また、パルサ回路は、レートパルスにもとづくタイミン
グで、超音波プローブ１１に駆動パルスを印加する。送信遅延回路は、各レートパルスに
対し与える遅延時間を変化させることで、圧電振動子面から送信される超音波の送信方向
を任意に調整する。
【００２２】
　また、送信回路５０ａは、処理回路５７に制御されて、所定のスキャンシーケンスを実
行するために、送信周波数、送信駆動電圧などを瞬時に変更可能な機能を有する。送信駆
動電圧の変更機能は、瞬間にその値を切り替え可能なリニアアンプ型の発信回路、または
、複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される。
【００２３】
　受信回路５０ｂは、アンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器などを有し、超音波プローブ１
１が受信したエコー信号を受け、このエコー信号に対して各種処理を行なって反射波デー
タを生成する。アンプ回路は、エコー信号をチャンネルごとに増幅してゲイン補正処理を
行なう。Ａ／Ｄ変換器は、ゲイン補正された反射波信号をＡ／Ｄ変換し、デジタルデータ
に受信指向性を決定するのに必要な遅延時間を与える。加算器は、Ａ／Ｄ変換器によって
処理されたエコー信号の加算処理を行なって反射波データを生成する。加算器の加算処理
により、エコー信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調される。
【００２４】
　Ｂモード処理回路５１は、受信回路５０ｂから反射波データを受信し、対数増幅、包絡
線検波処理などを行なって、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータ（Ｂモードデー
タ）を生成する。
【００２５】
　ドプラ処理回路５２は、受信回路５０ｂから受信した反射波データから速度情報を周波
数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平均速度、分散、
パワーなどの移動体情報を多点について抽出したドプラデータを生成する。
【００２６】
　画像生成回路５３は、超音波プローブ１１が受信した反射波にもとづいて超音波画像を
生成する。具体的には、画像生成回路５３は、Ｂモード処理回路５１およびドプラ処理回
路５２が生成したデータから超音波画像を生成する。たとえば、画像生成回路５３は、Ｂ
モード処理回路５１が生成した２次元のＢモードデータから反射波の強度を輝度にて表し
たＢモード画像を生成する。また、画像生成回路５３は、ドプラ処理回路５２が生成した
２次元のドプラデータから移動体情報を表す平均速度画像、分散画像、パワー画像、また
は、これらの組み合わせ画像としてのカラードプラ画像を生成する。以下の説明では、２
次元のＢモード画像および２次元のカラードプラ画像などの超音波画像を、適宜生体組織
画像という。
【００２７】
　ここで、画像生成回路５３は、一般的には、超音波走査の走査線信号列を、テレビなど
に代表されるビデオフォーマットの走査線信号列に変換し、表示用の２次元超音波画像を
生成する。具体的には、画像生成回路５３は、超音波プローブ１１による超音波の走査形
態に応じて座標変換を行なうことで、表示用の２次元超音波画像を生成する。
【００２８】
　画像メモリ５４は、画像生成回路５３が生成したＢモード画像やカラードプラ画像を記
憶する記憶回路である。
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【００２９】
　タイマ５５は、処理回路５７により制御され、所定の時間をセットされて起動される。
たとえば、タイマ５５は、タイマ閾値Ｔｔｈをセットされて起動されて計時開始後にタイ
マ閾値Ｔｔｈだけ時間が経過すると、処理回路５７に対してタイムアウト信号を出力し計
時を停止する。
【００３０】
　記憶回路５６は、磁気的もしくは光学的記録媒体または半導体メモリなどの、プロセッ
サにより読み取り可能な記録媒体を含んだ構成を有する。これら記憶媒体内のプログラム
およびデータの一部または全部は電子ネットワークを介した通信によりダウンロードされ
るように構成してもよい。
【００３１】
　処理回路５７は、記憶回路５６に記憶されたプログラムを読み出して実行することによ
り、生体組織画像に対応する生体断面と穿刺針１２との位置関係をユーザが容易に把握す
ることができるよう支援するための処理を実行するプロセッサである。
【００３２】
　表示制御回路５８は、ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）およびＶＲＡＭ（Video RA
M）などを含み、処理回路５７により制御されて、処理回路５７から表示出力要求のあっ
た画像をディスプレイ３０に表示させる。表示制御回路５８は、ディスプレイ３０に表示
される画像と同等の画像を操作パネル２０のディスプレイに表示させてもよい。
【００３３】
　図３は、処理回路５７のプロセッサによる実現機能例を示す概略的なブロック図である
。図３に示すように、処理回路５７のプロセッサは、スキャン制御機能６１、画像生成機
能６２、状態判定機能６３および通知機能６４を実現する。これらの各機能６１－６４は
、それぞれプログラムの形態で記憶回路５６に記憶されている。
【００３４】
　まず、これらの各機能６１－６４の概略について簡単に説明する。
【００３５】
　スキャン制御機能６１と送受信回路５０は、スキャン部７０を構成する。スキャン部７
０は、アジマス方向およびエレベーション方向に沿って配列された超音波プローブ１１の
複数の超音波振動子のうちの少なくともいずれかを介して、エレベーション方向における
音場が互いに異なる第１のスキャンおよび第２のスキャンを実行する。スキャン制御機能
６１は、送受信回路５０を制御し、エレベーション方向の音場が互いに異なる第１のスキ
ャンおよび第２のスキャンを実行させる。
【００３６】
　画像生成機能６２は、第１のスキャンの結果を用いて第１の針強調画像を生成し、前記
第２のスキャンの結果を用いて第２の針強調画像を生成する。また、画像生成機能６２は
、第１の針強調画像と前記第２の針強調画像とを合成することにより、穿刺支援情報とし
て穿刺支援画像を生成する。また、画像生成機能６２は、生体組織スキャンの結果を用い
て生体組織画像を生成し、この生体組織画像と穿刺支援画像との合成画像を生成してディ
スプレイ３０に表示させる。
【００３７】
　また、画像生成機能６２は、第１の針強調画像および第２の針強調画像のいずれか一方
の画像をディスプレイ３０に表示させるモード（以下、切り替えモードという）を有する
とともに、設定に応じて自動的に、またはユーザ指示に応じて手動で、第１の針強調画像
および第２の針強調画像の一方の画像から他方の画像へ、ディスプレイ３０に表示させる
画像を切り替えてもよい。
【００３８】
　状態判定機能６３は、穿刺針１２が生体組織スキャンの音場からずれた位置にあるか否
か、すなわちオフプレーン状態であるか否かを判定する。状態判定機能６３は、たとえば
、第１の針強調画像における所定の画素値以上の画素値をもつ画素数を、第２の針強調画
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像における所定の画素値以上の画素値をもつ画素数で除した割合が、所定の割合より小さ
いと、オフプレーン状態であると判定する。
【００３９】
　通知機能６４は、状態判定機能６３がオフプレーン状態であると判定すると、その旨の
情報を穿刺支援情報として出力する。具体的には、通知機能６４は、状態判定機能６３が
オフプレーン状態であると判定すると、ディスプレイ３０にその旨の情報を示す画像を表
示させ、あるいは図示しないスピーカを介してその旨の情報を示す音声またはビープ音な
どを出力させることにより、ユーザにオフプレーン状態である旨の情報を通知する。
【００４０】
　なお、穿刺支援画像の生成にあたっては、エレベーション方向における音場が互いに異
なる複数のスキャンが行われればよく、３以上のスキャンが行われてもよい。
【００４１】
　以下の説明では、穿刺支援画像の生成にあたって第１のスキャンと第２のスキャンの２
つのスキャンが行われる場合の例について示す。また、第１のスキャンと第２のスキャン
のうち、エレベーション方向の幅が小さいスキャンを狭針強調スキャンといい、他方のス
キャンを広針強調スキャンというものとする。
【００４２】
　次に、各機能６１－６４の詳細について、図４－８を参照してより具体的に説明する。
【００４３】
　図４は、処理回路５７のプロセッサにより、生体組織画像に対応する生体断面と穿刺針
１２との位置関係をユーザが容易に把握することができるよう支援する際の手順の一例を
示すフローチャートである。図４において、Ｓに数字を付した符号はフローチャートの各
ステップを示す。
【００４４】
　なお、図４においては、狭音場８１が生体組織スキャンの音場に等しい場合、狭音場８
１は生体組織画像に対応する生体断面に等しい場合の例について説明する。
【００４５】
　まず、ステップＳ１において、スキャン部７０は、エレベーション方向における音場の
幅を所定の幅に設定して生体組織スキャンを実行する。画像生成機能６２は、生体組織ス
キャンにより得られたエコー信号にもとづいて生体組織画像を生成する。なお、生体組織
スキャンで用いられるこの所定の幅は、生体組織画像ができるだけ鮮明な画像となるよう
に、フォーカスが絞られたものとすることが好ましい。
【００４６】
　次に、ステップＳ２において、スキャン部７０は、狭針強調スキャンを実行する。そし
て、画像生成機能６２は、狭針強調スキャンにより得られたエコー信号にもとづいて狭針
強調画像を生成する。なお、狭針強調スキャンで用いられるエレベーション方向における
音場の幅は、生体組織スキャンにおける所定の幅と実質的に等しい幅とするとよい。
【００４７】
　ここで、オフプレーン状態における穿刺支援画像の生成方法について説明する。
【００４８】
　図５（ａ）は、Ｂモードスキャンにおける超音波送受信方向と穿刺針１２との位置関係
の一例を示す説明図であり、（ｂ）は、針強調スキャンにおける超音波送受信方向と穿刺
針１２との位置関係の一例を示す説明図である。なお、ここで針強調スキャンとは、上記
第１のスキャンおよび第２のスキャンなどの、穿刺支援画像の生成にあたって行われるス
キャンの総称であるものとする。また、図５には、超音波プローブ１１がリニア型である
場合の例について示した。
【００４９】
　穿刺針１２は、被検体Ｐの体表に対して垂直に刺し入れられるとは限らない。このため
、図５（ａ）に示すように、生体組織スキャンの一例としてのＢモードスキャンでは、穿
刺針１２と超音波送受信方向とは直交しないことが多い。そこで、より強い穿刺針１２の



(10) JP 2017-185208 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

エコー信号を受信することができるよう、針強調スキャンでは、超音波プローブ１１は穿
刺針１２と直交する方向に超音波を送受信する（図５（ｂ）参照）。針強調スキャンで得
られたエコー信号に対してゲイン調整などを施すことにより、穿刺針１２の画像のみが抽
出された画像を生成することができる。
【００５０】
　なお、狭針強調画像および広針強調画像は、それぞれたとえば複数のステアリングアン
グル（たとえば１５度、３０度、４５度の３つなど）の画像を取得し、これらの画像のう
ち穿刺針１２からのエコー信号が最も強い１の画像を用いてもよい。また、針抽出処理は
、ゲイン調整に限られず、たとえば狭針強調スキャンおよび広針強調スキャンのそれぞれ
の音場で同一のステアリングアングルで時系列に連続した複数の画像を取得し、これらの
画像間の動きベクトルにもとづいて進行中の穿刺針１２を抽出してもよい。
【００５１】
　図６（ａ）は狭針強調スキャンにおける狭音場８１の一例を示す説明図であり、（ｂ）
は広針強調スキャンにおける広音場８２の一例を示す説明図である。
【００５２】
　狭針強調スキャンでは、フォーカスを絞っているため、狭音場８１に位置する穿刺針１
２の画像は非常にシャープに描出することができるものの（図６（ａ）の実線参照）、狭
音場８１に入っていない穿刺針１２の部分のエコー信号は受信することができない（図６
（ａ）の２点鎖線参照）。
【００５３】
　一方、広針強調スキャンでは、オフプレーン状態であっても、広音場８２に入っている
穿刺針１２であればエコー信号を受信することができるが、フォーカスが甘いために、穿
刺針１２の画像がぼけてしまう（図６（ｂ）の点線参照）。なお、広音場８２は、狭音場
８１よりもエレベーション方向に広ければよく、広音場８２は狭音場８１に比べてフォー
カスを弱くすることによって実現される音場のみならず、超音波を拡散させることによっ
て実現される音場も含まれる。
【００５４】
　図７は、オフプレーン状態において狭針強調画像と広針強調画像を合成することにより
生成される穿刺支援画像と狭音場８１および広音場８２との関係を説明するための図であ
る。
【００５５】
　オフプレーン状態では、狭針強調画像のみでは描出される穿刺針１２の画像が小さすぎ
るため、ユーザは穿刺針１２の位置を把握することが難しい。そこで、本実施形態に係る
画像生成機能６２は、オフプレーン状態では、狭針強調画像と広針強調画像を合成するこ
とにより穿刺支援画像を生成する。
【００５６】
　このため、図４のステップＳ２で狭針強調スキャンを実行して狭針強調画像を生成した
後、ステップＳ３において、スキャン制御機能６１は、１つ前のステップＳ１―Ｓ１２の
実行時に広針強調スキャンが実行されたか否かを判定する。広針強調スキャンが実行され
ており（ステップＳ３のＹＥＳ）、かつそのときオフプレーン状態であった場合は（ステ
ップＳ４のＹＥＳ）、ステップＳ５において、スキャン部７０は広針強調スキャンを実行
する。画像生成機能６２は、広針強調スキャンの結果を用いて広針強調画像を生成する。
また、広針強調スキャンを実行すると、スキャン制御機能６１は、タイマ閾値Ｔｔｈをセ
ットしてタイマ５５を起動し、タイマ５５に計時を開始させる。すでにタイマ５５が起動
されて計時を行っているときは、スキャン制御機能６１は、タイマ５５をリセットして再
度タイマ閾値Ｔｔｈをセットしてタイマ５５に計時を開始させる。タイマ５５の計時情報
は、ステップＳ１０から再びステップＳ１に戻った次回以降の手順において利用される。
【００５７】
　次に、ステップＳ６において、画像生成機能６２は、狭針強調画像と広針強調画像を合
成することにより穿刺支援画像を生成する。このとき、画像生成機能６２は、広針強調画



(11) JP 2017-185208 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

像よりも狭針強調画像のほうが優先されるように穿刺支援画像を生成する。
【００５８】
　次に、ステップＳ７において、状態判定機能６３は、穿刺針１２が生体組織スキャンの
音場でもある狭音場８１からずれた位置にあるか否か、すなわちオフプレーン状態である
か否かを判定する。具体的には、状態判定機能６３は、狭針強調画像における所定の画素
値以上の画素値をもつ画素数を、広針強調画像における所定の画素値以上の画素値をもつ
画素数で除した割合が、所定の割合より小さいと、オフプレーン状態であると判定する。
ここで、所定の画素値とは、生体組織のエコー信号を排除して穿刺針１２のエコー信号を
抽出することができる画素値とするとよい。また、所定の割合としては、たとえば８０％
～１００％の範囲のいずれかを用いるとよい。状態判定機能６３は、この判定結果の情報
をたとえば記憶回路５６に記憶させておく。状態判定機能６３がオフプレーン状態である
と判定すると、ステップＳ８に進む。一方、オフプレーン状態ではないと判定すると、ス
テップＳ９に進む。
【００５９】
　次に、ステップＳ８において、通知機能６４は、ディスプレイ３０にその旨の情報を示
す画像を表示させ、あるいは図示しないスピーカを介してその旨の情報を示す音声を出力
させ、あるいはその両者を実行することにより、ユーザにオフプレーン状態である旨の情
報を通知する。また、超音波プローブ１１が２Ｄアレイプローブである場合は、状態判定
機能６３は、狭音場８１に対する穿刺針１２の位置を把握することができる。この場合、
通知機能６４は、オフプレーン状態を解消するために超音波プローブ１１を動かすべき並
進方向および回転方向の情報をディスプレイ３０に表示させ、あるいはスピーカに音声出
力させ、あるいはその両者を実行するとよい。
【００６０】
　図８は、穿刺支援画像および合成画像の一例を説明するための図である。図８には、生
体組織画像としてＢモード画像を用いる場合の例を示した。
【００６１】
　次に、ステップＳ９において、画像生成機能６２は、生体組織画像と穿刺支援画像とを
合成した合成画像を生成し、ディスプレイ３０にこの合成画像を表示させる（図８下段参
照）。
【００６２】
　図７に示すように、狭針強調画像に含まれた穿刺針１２の画像はシャープに描出される
一方、広針強調画像に含まれた穿刺針１２の画像はぼやけて描出される。このため、ユー
ザは、狭針強調画像と広針強調画像を合成することにより生成された穿刺支援画像を確認
することにより、容易に穿刺針１２と狭音場８１および広音場８２との位置関係を把握す
ることができる。したがって、ユーザは穿刺支援画像を確認しながら、広針強調画像の占
める割合が少なくなるように超音波プローブ１１を回転させることにより、容易に穿刺針
１２を狭音場８１に位置させてオフプレーン状態を解消することができる。オフプレーン
状態を解消することにより、ユーザは穿刺術において穿刺針１２の鮮明な画像を得ること
ができる。また、オフプレーン状態を解消することにより、ユーザは穿刺針１２を生体組
織画像の生体断面内で刺入することができるため、施術の安全性および確実性を大幅に向
上させることができる。
【００６３】
　また、図８の中段左に示すように、画像生成機能６２は、狭針強調画像に含まれた穿刺
針１２の画像の表示態様（たとえば図８の穿刺支援画像のドットハッチング参照）と、広
針強調画像に含まれた穿刺針１２の画像の表示態様（たとえば図８の穿刺支援画像の斜線
ハッチング参照）と、を異ならせて穿刺支援画像を生成するとよい。
【００６４】
　狭針強調画像と広針強調画像とで表示態様を異ならせる場合、ユーザは、穿刺針１２の
画像の表示態様を確認することにより、より容易に穿刺針１２と狭音場８１および広音場
８２との位置関係を把握することができる。したがって、この場合、ユーザは穿刺支援画
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像を確認することにより、生体組織画像に対応する生体断面と穿刺針１２との位置関係を
容易に把握することができる。
【００６５】
　より具体的には、画像生成機能６２は、たとえば狭針強調画像については生体組織画像
とおなじカラーマップ（たとえば輝度値が増えるにともない黒から白に変わるカラーマッ
プなど）を用いて各画素の画素値を決定する一方、広針強調画像については異なるカラー
マップ（たとえば輝度値が増えるにともない青から赤に変わるよう色付けするカラーマッ
プ）を用いて各画素の画素値を決定するとよい。この場合、穿刺支援画像において広針強
調画像が利用される割合が高いほど、すなわち穿刺針１２が狭音場８１からずれるほど、
穿刺針１２の画像のうち色付けされた部分が多くなる。色付けを行なうことにより、ユー
ザはさらに容易に穿刺針１２と狭音場８１および広音場８２との位置関係を把握すること
ができる。このとき、画像生成機能６２はさらに、狭針強調画像および広針強調画像のそ
れぞれのカラーマップの意味を示す情報をディスプレイ３０に表示させてもよい。
【００６６】
　ここで、ステップＳ６における画像生成機能６２による穿刺支援画像の生成方法につい
て、より詳細に説明する。
【００６７】
　広針強調画像よりも狭針強調画像のほうが優先されるように穿刺支援画像を生成する第
１の方法は、画素ごとに狭針強調画像の輝度値と広針強調画像の輝度値とを比較して、輝
度値が大きい方を穿刺支援画像の各画素の輝度値として用いることにより、穿刺支援画像
を生成する方法である。狭針強調画像における穿刺針１２の画像のほうが、フォーカスが
合っているぶん、広針強調画像における穿刺針１２の画像よりも輝度が高くなると考えら
れる。したがって、第１の方法によって広針強調画像よりも狭針強調画像のほうが優先さ
れるように穿刺支援画像を生成することができる。
【００６８】
　第２の方法は、広針強調画像よりも狭針強調画像が優先されるように、狭針強調画像お
よび広針強調画像の少なくとも一方の輝度値に重みをかける方法である。この方法は、第
１の方法と組み合わせて用いることができる。具体的には、まず第２の方法により狭針強
調画像が広針強調画像よりも強調されるように画素値に重みを掛けたあとで、各画素の輝
度値の比較を行なうことにより、より確実に狭針強調画像を優先することができる。
【００６９】
　第３の方法は、広針強調画像よりも狭針強調画像が優先されるように、広針強調画像に
対して狭針強調画像よりも高い透過度を与えてから合成する方法である。この場合、狭針
強調画像のほうが低い透過度となり視認性が高くなるため、穿刺支援画像において狭針強
調画像が優先される。この方法は、第１の方法および第２の方法と組み合わせることがで
きる。たとえば、第２の方法で重み付けするとともに第３の方法で透過度を施してから、
第１の方法で輝度値の比較を行うことで、穿刺針１２の画像のうち狭針強調画像が採用さ
れる部分は低透過度かつ高輝度で表示される一方、当該部分に対して広針強調画像が採用
される部分は高透過度かつ低輝度で表示される。
【００７０】
　以上の第１－第３の方法は、狭針強調画像および広針強調画像のそれぞれが生体組織の
画像が残存した画像であっても適用可能である。
【００７１】
　さらに、狭針強調画像および広針強調画像のそれぞれが、エコー信号に対してゲイン調
整などを施すことによって穿刺針１２の画像のみが抽出された画像である場合には、第４
の方法として、狭針強調画像が広針強調画像の上に重なるように穿刺支援画像を生成する
方法を用いてもよい。この方法は、たとえば第１－第３の方法のいずれとも組み合わせる
ことができるし、第１－第４の全ての方法を組み合わせてもよい。
【００７２】
　これらの第１－第４の方法は、生体組織画像と穿刺支援画像との合成画像を生成する際
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にも、狭針強調画像を生体組織画像に、広針強調画像を穿刺支援画像に、それぞれ読み替
えることで適用することができる。
【００７３】
　また、画像生成機能６２が穿刺支援画像を生成する際に利用する方法は、広針強調画像
よりも狭針強調画像のほうが優先されるように穿刺支援画像を生成することができる方法
であればよく、これらの第１－第４の方法に限られない。
【００７４】
　図４に戻って、合成画像を表示すると、ステップＳ１０において終了判定を行い、超音
波スキャンを終了すべきでない場合は、ステップＳ１にもどる。一方、ユーザにより超音
波スキャンを終了すべき旨の指示があった場合など終了すべき場合は、一連の手順は終了
となる。
【００７５】
　ステップＳ１０からステップＳ１に戻った場合、ステップＳ３において１つ前のステッ
プＳ１―Ｓ１２の実行時に広針強調スキャンが実行されずに省略されて狭針強調スキャン
のみが実行されたと判定されると（ステップＳ３のＮＯ）、ステップＳ１１に進む。
【００７６】
　ステップＳ１１では、スキャン制御機能６１は、前回広針強調スキャンが実行されてか
ら所定時間以上経過したか否かを判定する。具体的には、スキャン制御機能６１は、タイ
マ閾値Ｔｔｈをセットされたタイマ５５からタイムアウト信号が出力されたか否かを判定
する。
【００７７】
　前回広針強調スキャンが実行されてから所定時間以上経過していない場合は（ステップ
Ｓ１１のＮＯ）、ステップＳ１２に進む。また、１つ前のステップＳ１―Ｓ１２の実行時
に広針強調スキャンが実行された場合であっても（ステップＳ３のＹＥＳ）、そのときオ
フプレーン状態ではなかった場合も（ステップＳ４のＮＯ）、ステップＳ１２に進む。そ
して、ステップＳ１２において画像生成機能６２は今回のステップＳ２で生成した狭針強
調画像のみから穿刺支援画像を生成し、ステップＳ９に進んで合成画像を生成する。この
場合、広針強調スキャンの実行が省略される。広針強調スキャンを省略することにより、
合成画像を表示するフレームレートを向上させることができる。
【００７８】
　他方、前回広針強調スキャンが実行されてから所定時間以上経過した場合は（ステップ
Ｓ１１のＹＥＳ）、ステップＳ５に進み、スキャン制御機能６１が広針強調スキャンを実
行する。前回広針強調スキャンが実行されてから所定時間以上経過した場合は、一度オフ
プレーン状態を解消してから所定時間以上経過したことを意味する。この場合は、再度オ
フプレーン状態になってしまっている可能性がある。
【００７９】
　そこで、前回広針強調スキャンが実行されてから所定時間以上経過した場合は（ステッ
プＳ１１のＹＥＳ）、オフプレーン状態になってしまっているか否かの確認のため、広針
強調スキャンを実行し（ステップＳ５）、狭針強調画像と広針強調画像を合成して穿刺支
援画像を生成した後（ステップＳ６）、オフプレーン状態であるか否かを判定する（ステ
ップＳ７）。
【００８０】
　もしオフプレーン状態になってしまっているのであれば（ステップＳ７のＹＥＳ）、ユ
ーザはステップＳ６、Ｓ８で通知機能６４が出力する穿刺支援情報により、オフプレーン
状態になってしまったことを即座に把握することができる。すなわち、ユーザは、たとえ
ば合成画像に表示された広針強調画像に由来する穿刺針１２の画像を確認することにより
、あるいは音声または画像によるオフプレーン状態である旨の情報の通知により、オフプ
レーン状態になってしまったことを即座に把握することができる。一方、オフプレーン状
態が解消されているままであれば（ステップＳ７のＮＯ）、ステップＳ８－Ｓ１０を実行
後、再度ステップＳ１に戻ってステップＳ３でＹＥＳと判定された後、ステップＳ４で前
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回オフプレーン状態ではなかったと判定されてステップＳ１２に進む。したがって、オフ
プレーン状態が解消されていれば、次回の合成画像生成処理から直ちに広針強調スキャン
（ステップＳ５）を省略してフレームレートを回復することができる。
【００８１】
　なお、図４には、穿刺支援情報として、穿刺支援画像の出力（ステップＳ６、Ｓ１２）
およびオフプレーン状態である旨の通知出力（ステップＳ８）の両方を行う場合の例を示
したが、いずれか一方は省略されてもよい。
【００８２】
　また、図４に示す手順の途中で、狭針強調画像および広針強調画像のいずれか一方の画
像をディスプレイ３０に表示させる切り替えモードへ移行してもよいし、切り替えモード
から図４に示す手順に戻ってもよい。
【００８３】
　切り替えモードでも、たとえば次の手順によれば、ユーザが穿刺針１２を見失うおそれ
を低減させることができる。狭針強調画像と生体組織画像との合成画像を確認しながら手
技を行っていると仮定する。オフプレーン状態となってしまい当該合成画像上で穿刺針１
２が確認しづらくなったとき、切り替えモードでは、ユーザは狭針強調画像から広針強調
画像へディスプレイ３０に表示させる画像を切り替えることができる。ユーザは、たとえ
ば超音波プローブ１１に設けられたダイヤルやボタン等の入力回路などを介して切り替え
指示を行うことができる。ユーザは、広針強調画像に描出された穿刺針１２の画像により
、穿刺針１２を見失いづらくなる。また、ユーザは、広針強調画像にもとづいて超音波プ
ローブ１１の位置を調整することもできる。
【００８４】
　以上説明した少なくとも１つの実施形態によれば、生体組織画像に対応する生体断面と
穿刺針１２との位置関係をユーザが容易に把握することができるよう支援することができ
る。
【００８５】
　なお、本実施形態における送受信回路５０および処理回路５７は、それぞれ特許請求の
範囲における送受信部および処理部の一例である。
【００８６】
　また、上記実施形態に係る「プロセッサ」という文言は、たとえば、専用または汎用の
ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＧＰＵ（Graphics Processing Unit）、あるいは
、特定用途向け集積回路（Application Specific Integrated Circuit：ＡＳＩＣ）、プ
ログラマブル論理デバイス（たとえば、単純プログラマブル論理デバイス（Simple Progr
ammable Logic Device：ＳＰＬＤ）、複合プログラマブル論理デバイス（Complex Progra
mmable Logic Device：ＣＰＬＤ）、およびフィールドプログラマブルゲートアレイ（Fie
ld Programmable Gate Array：ＦＰＧＡ））等の回路を意味する。プロセッサは、記憶回
路に保存されたプログラムを読み出して実行することにより、各種機能を実現する。
【００８７】
　また、記憶回路にプログラムを保存するかわりに、プロセッサの回路内にプログラムを
直接組み込むよう構成してもよい。この場合、プロセッサは回路内に組み込まれたプログ
ラムを読み出して実行することで各種機能を実現する。また、上記実施形態では単一の処
理回路が各機能を実現する場合の例について示したが、複数の独立したプロセッサを組み
合わせて処理回路を構成し、各プロセッサがプログラムを実行することにより各機能を実
現してもよい。また、プロセッサが複数設けられる場合、プログラムを記憶する記憶媒体
は、プロセッサごとに個別に設けられてもよいし、１つの記憶回路が全てのプロセッサの
機能に対応するプログラムを一括して記憶してもよい。
【００８８】
　なお、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は
、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、
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種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれる。
【符号の説明】
【００８９】
１０…超音波診断装置
１１…超音波プローブ
１２…穿刺針
３０…ディスプレイ
５０…送受信回路
６１…スキャン制御機能
６２…画像生成機能
６４…通知機能
７０…スキャン部

【図１】 【図２】

【図３】
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